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In the operation, they maintain the systems by 

revising the outlines as necessary.

　Also, the author investigated the status of 

designated traditional crafts in each prefecture and 

compiled them in a list. As a result, the list shows 

209 items in total and most of them are applied 

by individuals or small-scale traditional crafts 

producers.

　The research and the analysis above make it clear 

the significance of realizing what kinds of benefits 

producers gain to maintain each designation 

system. This point of view will lead to efforts to 

maintain and develop the Japanese traditional 

craft industry with rich diversity and should be 

considered as an urgent issue.

１.　はじめに

１．１．研究の背景

　経済産業省の「伝統的工芸品の指定品目一覧」に

よると、2019 年 11 月現在、我が国の「伝統的工

芸品」は全国に 235 品目存在する 1)。その中で沖

縄を除いた九州 7 県の伝統的工芸品は 21 品目（本

場大島紬は 2 県に重複しているが 1 品目と数える）

に上る 2)（表 1）。この伝統工芸産業の支援・振興は、

1974 年に制定・施行された「伝統的工芸品産業の

振興に関する法律（以下、伝産法）」に則り、45 年

の歳月を経た今も実施され続けている。

要旨

　本研究は、九州地区の県指定伝統的工芸品制度を

主な研究対象とする。九州 7 県の内、大分県を除い

た 6 県が伝統的工芸品の指定制度を実施している。

各県はそれぞれ独自の「指定要綱」を設けていること

がわかった。またその運用にあたっては、各県それぞ

れが要綱の改正といった柔軟な対応を行うことで指定

制度維持が図られていた。

　また、各県の伝統的工芸品の指定状況を調査し、

一覧表を作成した。その結果、総計は 209 品目に及び、

小規模の伝統工芸事業者の多くが県の伝統的工芸品

指定を受けている現状を把握することができた。

　以上の調査分析を通じて、県指定伝統的工芸品の

生産者がどんなメリットを享受できるかを再検討する

ことは、制度存続の意義を高める上で不可欠な営為で

あるという認識に至った。これは、多様性を持った我

が国の伝統工芸産業の維持と発展に向けた取り組み

にも繋がることであり、目下喫緊の課題と捉えるべき

である。

Summary

　This research mainly focuses on the traditional 

craft system designated by each prefecture in 

the Kyushu area. The six prefectures in Kyushu, 

except Oita, have implemented the systems for 

designating traditional crafts. And it was found 

that each prefecture has own "designation outline". 
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　一方で、都道府県単位で指定を受けている伝統的

工芸品が全国には多数存在している。九州産業大学

伝統みらい研究センター（以下、MRTC）の地域産

業研究部門では、九州地区の伝統的工芸品について

詳細な現状把握や的確な問題抽出を主要なミッショ

ンとして掲げ、伝統産業の振興や発展に大いに寄与

することが期待されている 3) 。九州 7 県が指定す

る伝統的工芸品は、MRTC が地域産業全般の課題に

対応するシンクタンクとしての役割を担う上で重要

な調査対象であり、現状把握や問題抽出が急がれる

テーマであると考える。

１．２．県指定伝統的工芸品に関する先行研究

　ここでは、県独自の伝統的工芸品指定制度に関す

る先行研究を 2 つの視点から整理する。

　まず 1 つ目の視点は、都道府県を単位とした伝

統的工芸品産業の現状についての研究である。大阪

府については北出（2013）4) によって、千葉県に

ついては田中ら（1999）5) によって、また中国・

四国地方については佐中（2007）6) によって行わ

れている。都道府県単位の伝統的工芸品指定に関す

るデータは、伝統的工芸品産業振興協会『全国伝統

的工芸品総覧』を出所としているものがほとんどで

ある。この資料は、2006 年度版 7) を最後に刊行さ

れておらず、現在この資料の掲載データと同等レベ

ルの最新データを基に伝統的工芸品の現状を論じる

のは困難な状況にある。

　2 つ目の視点は、都道府県を単位とした伝統的工

芸品の指定制度の整備状況についての研究である。

前川ら（2014）は、伝産法に関連した都道府県の

条例等の整備状況や、各都道府県が行う公的支援の

現状について明らかにしている 8)。また北出（2017）

は、都道府県の指定制度を対比した上で、伝統的工

芸品振興を目指す中でそれらの制度が共通して直面

する課題や、今後の施策のあるべき方向性について

考察している 9)。そして西口（2007）は、京都府・

京都市における伝統産業振興条例の制定プロセスに

ついて詳細に分析した上で、都道府県・市町村単位

で実施する伝統産業行政の今後のあり方について提

言を行っている 10)。

　以上より、県単位の伝統的工芸品産業の現状につ
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表１．九州 7 県の経済産業大臣指定伝統的工芸品産地一覧



いて、九州 7 県に焦点を当てた整理・論考や、県

指定の伝統的工芸品の現況を論じたものは存在して

いないことがわかった。また、九州 7 県に焦点を

当てた県指定伝統的工芸品制度の整備状況に関する

文献も見出すことはできなかった。このため本稿で

は、九州 7 県における県独自の伝統的工芸品指定

制度の整備状況を整理し、その上で県指定伝統的工

芸品の問題点について明らかにすることを研究課題

としたい。

１．３．九州地方の指定要綱等の整備状況

　九州地方における指定要綱（要項・要領を含む）の

告示時期・名称を表 2 に示した。全国で指定に関す

る条例を制定しているのは京都府 11) と沖縄県 12) の 2

府県のみであるが、九州地方では、要綱等で対応し

ている県が 6 県に上る。なお、大分県には県独自の

伝統的工芸品指定制度が存在していない。

１．４．九州 6 県の指定要綱における指定要件

　次に、県指定伝統的工芸品の指定要件と、伝産法

の指定要件との相違について概観する。九州 6 県

の指定要件が、伝産法の指定要件と照らして同様の

要件を含んでいるか否かについて整理したのが表 3

である。

　伝産法による伝統的工芸品指定は 5 つの要件が

設定されている。即ち、①主として日常生活の用に

供されるものであること、②製造過程の主要部分が

手工業的であること、③伝統的な技術又は技法によ

り製造されること、④伝統的に使用されてきた原材

料が主たる原材料であること、⑤一定の地域におい

て産地を形成していること、の 5 つであり、その

全てを満たす必要がある 13)。

　整理した結果、6 県各々で指定要件としている内

容が異なるほか、国指定の伝統的工芸品でないこと

等、追加の要件を加えている県もみられた。また、

技術・技法の歴史・継続が証明できる概ねの年数に

ついては、国の基準は「100 年以上」という年数

であるが、九州 6 県では佐賀県の「20 年以上」か

ら宮崎県の「60 年以上」まで、基準に差が存在し

ていた。以上から、九州 6 県においては、伝産法

の指定要件とは一部異なる指定要件を設定している

ことがわかった。

２．九州地方の県指定伝統的工芸品の現況

　これまで九州各県における要綱等による伝統的工

芸品指定の制度設計について確認を行った。以下、

九州各県によって実際に指定を受けた伝統的工芸品

の現況を整理し、特徴や問題点について検討を行う。

２．１．福岡県特産工芸品・民芸品

２．１．１．福岡県特産工芸品・民芸品の定義と現状

　福岡県は、「福岡県で製造される郷土色豊かで、

かつ、一定の伝統性を有すると認められる工芸品又

は民芸品」を「特産工芸品又は特産民芸品」として

指定を行っている 14)。1979 年に博多曲物が指定さ

れて以降、現在 34 品目が指定されている（表 4）。
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表 2．九州各県の伝統的工芸品指定要綱（要項・要領）一覧 表 3．各指定要件の該当状況一覧



　地域別でみると、福岡地域が 9 品目、北九州地

域が 2 品目、筑豊地域が 1 品目、筑後地域が 22 品

目となっており、特に筑後地域における集積が際

立っている。

２．１．２．福岡県における要綱の改正

　福岡県は当初、1978 年に経費補助・助成制度を

伴う「福岡県特産工芸品等振興対策要綱（以下、旧

要綱）」を施行したが、1993 年度以降は指定が 1

件もない状況が続いた。その要因として、①市町村

を経由機関とする義務付け規定が存在したこと、②

厳しい財政事情により助成制度の継続が難しいこ

と、③指定変更等の手続きが面倒なため、生活環境

等の事情で工場が移転した場合であっても変更申

請がなく、実態把握が困難になっていること、の 3

つがあった。このため福岡県はこれらの課題を解決

表 4．福岡県特産工芸品・民芸品指定一覧

するため、旧要綱を改正した「福岡県特産工芸品

等指定要綱（以下、新要綱）」を 2004 年に施行し、

現在に至っている。

　新要綱では、指定要件に「主として日常生活の用

に供されるものであること」や「最終完成品である

こと」という項目が追加されたほか、指定の申請方

法が「市町村経由で知事へ申請」から直接「知事へ

申請」に改められた。また、指定の認定や変更に関

する審議について、旧要綱では審議機関である「福

岡県特産工芸品等振興対策委員会」の意見聴取を必

須としていたが、新要綱ではこれを必須とせず、内

部決裁で認定可能とした。さらに、旧要綱では振興

計画が認定されれば経費補助を受けられるとする条

項があったが、新要綱では振興計画の認定や助成制

度に関する文言は削除された。
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　なお、1999 年に福岡県伝統的工芸品産業産地補

助金交付要綱が施行されたが、この補助金交付の対

象は「伝産法に定める事業を実施する組合等」となっ

ており、県指定の伝統的工芸品は含まれていない。

２．１．３．福岡県における指定解除

　福岡県は、博多絞、手吹きガラス、筑前ブンブン凧、

広川下駄の 4 品目を 2010 年に「製造中止」を理

由に指定解除している 15)。これは実態調査の結果、

後継者が不在で、生産が途絶えていることが判明し

たためで、当時の報道によれば、福岡県の見解とし

て「指定品として紹介し続ければ誤解を招く」とい

う理由で指定解除に至ったとされている 16)。

　九州各県では指定解除に関して 2 つの立場が存

在している状況がある。即ち、福岡県や熊本県のよ

うに、生産実態がないと確認がとれた時点で、実勢

に適合するよう指定解除を行う立場と、長崎県や宮

崎県のように、生産者が存在しない状況を把握しつ

つも、再起復活を目指す生産者が出現する可能性を

排除しない等の理由から、すぐに指定解除を行わな

い立場の 2 つである。

２．２．佐賀県伝統的地場産品

２．２．１．佐賀県伝統的地場産品の定義と現状

　佐賀県は、「佐賀県の歴史と風土に培われ、県民

の生活の中ではぐくみ受け継がれてきた伝統的な工

芸品及び食品」を「佐賀県伝統的地場産品」として

指定している 17)。工芸品と共に食品も指定範囲と

している点が九州の他県に見られない特徴である。

1993 年に工芸品 5 品目、食品 3 品目を第 1 次指定

し、2003 年に指定要件緩和を伴う要綱改正を行っ

た上で、新たに 6 品目を第 2 次指定している。現

在では工芸品 10 品目と食品 3 品目の計 13 品目が

指定されている（表 5）。

２．２．２．佐賀県における要綱・要領の改正

　佐賀県は 1993 年に「佐賀県伝統的地場産品振興

対策要綱（以下、佐賀県振興対策要綱）」を施行し

たが、当時の報道によれば「国の指定に漏れた伝統

的産業の救済策として、指定範囲を食品にまで広げ

た独自制度を創設した」18) という。その後、この

佐賀県振興対策要綱は 2 度改正されている。

　このうち 2003 年には、第 2 次指定の実施に伴

う最初の改正が行われた。あわせて、指定申請書の

書式等の細目的な部分について定めた「佐賀県伝統

的地場産品指定要領（以下、佐賀県指定要領）」が

施行された。

　2003 年に実施された第 2 次指定は 6 品目に上っ

たが、特に鍋島緞通については、佐賀県振興対策要

綱にある「一定の期間、県内において製造されてい

ること」という指定要件の解釈が大きく関わってい

たといえる。この「一定の期間」とは、施行当初の

佐賀県指定要領では「原則 20 年以上継続して佐賀

県内において製造されていること」と規定されてい

た。鍋島緞通は 1954 年以前まで、20 年以上にわ

たり佐賀県内で製造を行った後、最後の 1 社が福

岡県久留米市に移って製造を行っていた。しかし、

2002 年に鍋島緞通を製造・展示するギャラリーが

佐賀市内に設置されたため、第 2 次指定の対象に

適合することになった。

　2007 年に行われた佐賀県振興対策要綱の 2 度目

の改正では、指定委員会の位置づけの変更のほか、

県内の市町村合併によって「村」が消失したため、

これに伴う文言の変更が行われた。このうち指定委

員会については、それまで伝統的地場産品の指定時
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た。このため、事業者を 4 人（社）未満でも許容

できるよう、「ただし、知事が特に必要と認める場

合はこの限りでない」という一文が 2003 年に追加

された。しかし、その後 2006 年に重橋手漉和紙は

最後の生産農家が廃業し、翌 2007 年 5 月に指定

製造事業者である重橋手漉和紙保存会から指定廃止

申出書が提出され、指定廃止となった。

　また、白石焼は 1988 年に組合員 9 名で白石焼

協同組合を設立していたが、高齢化や消費者ニーズ

の変化等により組合員が 5 名まで減少し、組合を

維持するのが困難な状況となっていた。このため、

2007 年に組合を解散して、現組合員で任意団体と

しての新団体を組織し、県指定の指定変更（権利承

継）を行う手法が採られた。この際、団体名の変更

や組合という法人格の喪失が生じたものの、重大な

変更にはあたらないとして、指定委員会の意見聴取

は行われず、課内決済によって処理がなされた。こ

のような形で、白石焼は伝統的地場産品の指定を維

持することができた。

２．３．長崎県伝統的工芸品

２．３．１．長崎県伝統的工芸品の目的と現状

　長崎県は、「長崎県の歴史と風土と生活の中では

に必ず意見を聴取するとしていたのを、指定に関す

る個々の申請内容から、必要に応じて指定委員会を

設置し意見を聴くという位置づけに変更された（こ

の手続きは、後述の重橋手漉和紙の指定廃止や白石

焼の指定変更の際に、内部決済で処理する上で大い

に活用された）。

　なお、この 2 度目の改正が行われた 2007 年以降

は、主に佐賀県指定要領を改正することによって様

式の追加や変更等の対応が行われている。このうち

2016 年には鍋島緞通の 2 事業者を追加指定する際

に、佐賀県指定要領の 3 度目となる改正が行われた。

佐賀県においては、生産者の実情の変化に応じて、

要綱・要領を適宜改正し、伝統的地場産品の制度維

持が図られている。

２．２．３．佐賀県における指定廃止・変更

　佐賀県振興対策要綱には、指定要件に「特定の地

域で、一定数以上の事業者の集積があること」とい

う条項がある。ここでいう「一定数以上の事業者」

とは、1993 年施行時には「原則として 4 人以上の

事業者」を指していた。しかしその後、重橋手漉和

紙の従事者が第 1 次指定時の 5 業者から 2 業者に

減少し、指定を廃止せざるを得ない状況になってい

表 5．佐賀県伝統的地場産品指定一覧
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ぐくまれ、受け継がれてきた伝統的工芸品産業を

積極的に振興することにより伝統的工芸品の声価

を高め」ることを要綱の目的として掲げている 19)。

1991 年に 5 品目が第１次指定を受け、1993 年に

さらに 5 品目が第 2 次指定を受けている（表 6）。

このうち、対馬満山釣針は現在製造者がいないとさ

れているが、指定解除の措置は取られていない。

２．３．２．長崎県における産地事業者への経費補助

　1991 年に施行された「長崎県伝統的工芸品産業

振興対策要綱」では、県指定の伝統的工芸品に対し

て経費を補助する条項が定められている 20)。長崎

県の予算では、「長崎べっ甲対策事業」の 2 項目目

に「県指定伝統的工芸品関係事業」があり、会議開

催等に対して経費補助が行われている 21)。

２．４．熊本県伝統的工芸品

２．４．１．熊本県伝統的工芸品の定義と現状

　熊本県は、「郷土にはぐくまれ受けつがれてきた

工芸品」を「熊本県伝統的工芸品」として指定し

ている 22)。指定の件数は、工芸品の種類毎に金工

品が 10 品目 42 件、木工品 14 品目 25 件、陶磁

器 14 品目 27 件、紙工品 4 品目 4 件、竹製品 7 品

目 12 件、染織物 8 品目 9 件、玩具 15 品目 18 件、

その他 13 品目 13 件となっている。工芸品の種類

を大きく区分した上で、ジャンル毎に工芸品名が細

かく指定されているのが特徴となっている。総数で

見ると、工芸品数は 85 品目、指定件数は 150 件

に上っている（表 7、表 8）。

　熊本県の指定品目には肥後象がんや小代焼、山

鹿灯籠といった国指定の伝統的工芸品も含まれて

いる。また、県指定が始まった 1979 年 3 月から

2018 年 3 月までの間に、21 次にわたる指定を行っ

ているが、同じ指定品目の中でも、指定団体や制作

者毎に 1 件ずつ数えていく形を採っている。この

ことから、指定期日が複数存在している品目も散見

される。例えば小代焼では、県の指定制度が作られ

て間もない 1979 年頃に指定を受けた制作者もいれ

ば、2010 年、2012 年、2015 年にそれぞれ指定

を受けた制作者も存在しており、後継となる世代が

続いていると捉えることができる。即ち、品目毎に

制作者数の増減や後継者の存在状況を把握すること

ができる仕組みとなっている。

２．４．２．熊本県における要項の改正と指定解除

　熊本県では、制作者の廃業や死亡等の理由で関係

市町村からの事業廃止届の提出を受けて指定取消が

行われている。2018 年 3 月 14 日付の指定取消一

覧では 40 件が取消となった 23)。ただ、いずれも取

消の単位は指定を受けていた団体や制作者であるた

め、ある品目の制作者の一人が指定取消となっても、

他の制作者が生産を継続していれば工芸品目の指定

解除には至らない形となっている。県内の工芸品の

生産実態を把握する上で、各市町村が担う役割が重

要となっている。
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表 6．長崎県伝統的工芸品指定一覧



 表 7．熊本県伝統的工芸品指定一覧（その 1）
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２．４．３．熊本県伝統工芸館の設置による産地支援

　熊本県は、伝統的工芸品産業の振興および発展を

図るために、1982 年公布の条例に基づいた熊本県伝

統工芸館を熊本市内に設置している24)。業務としては、

伝統工芸品および伝統工芸品に関する資料の収集・

保管・展示のほか、展示や研修、会議のための施設

提供等があり、県内の伝統的工芸品の産地組合や産

地事業者にとって、重要な活動拠点となっている。県

レベルの展示施設設置条例による伝統的工芸品産地

支援は、九州の他県には見られないものである。

　ただし、九州 7 県内の市町村においては、伝統

工芸品の展示施設設置条例がいくつかみられる。例

えば福岡市の「はかた伝統工芸館条例」25)、福岡県

八女市の「八女市伝統工芸館条例」26)、熊本市の「熊

本市くまもと工芸会館条例」27)、大分県別府市の「別

府市竹細工伝統産業会館の設置及び管理に関する条

例」28) 等である。伝統的工芸品指定制度という手

法の他に、展示施設の設置維持という支援手法につ

いても、今後その有効性・実効性を検討する必要が

ある。

２．５．宮崎県伝統的工芸品

２．５．１．宮崎県伝統的工芸品の定義と現状

　宮崎県は、「宮崎県内で製造され、郷土の自然と

暮らしの中ではぐくまれ受け継がれてきた伝統的工

芸品」を「宮崎県伝統的工芸品」として指定してい

る 29)。
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表 8．熊本県伝統的工芸品指定一覧（その 2）



　1984 年に最初の指定が行われてから、現在合計

36 品目が指定されている（表 9）。このうち、県内

の各市町村への現況調査を通じて、日州透かし象嵌、

日向焼、日向竹刀、法華岳うずら車、門川太鼓、宮

崎手漉和紙、日向工芸家具「漆塗」、てご、魔よけ

猿の 9 品目では、制作活動が行われていないこと

が確認されているが、指定解除の措置は取られてい

ない。

２．５．２．宮崎県における要綱の改正

　宮崎県は 1983 年に「宮崎県伝統的工芸品の指定

に関する要綱」を定めた後、2011 年に改正を行っ

ている。この改正では、指定に関して必要な歴史の

年数が「おおむね 30 年以上の歴史を有する」から「60

年以上の歴史を有する」（第 2 条 1 項）となったほか、

事業所の指定に関する要件の追加（第 2 条 3 項）や

同一と認められる工芸品の製造事業者の指定（第 2

条 4 項）といった、いずれも指定に関する規定の改

正が行われている。指定に関して「30 年以上」から

「60 年以上」と必要年数が増えているのは、要綱施

行から約 30 年が経過したことを受けての対応と見

ることができる。一方で、工芸事業者の従事年数要

件は「おおむね 30 年以上にわたって当該県伝統的

工芸品を制作していること」（第 2 条第 2 項）と「30

年以上」のままとなっている。なお改正後の指定は

2016 年の「椎葉神楽面」のみである。

２．６．鹿児島県伝統的工芸品

２．６．１．鹿児島県伝統的工芸品の定義と現状

　鹿児島県は、「本県の風土と歴史にはぐくまれ受

表 9．宮崎県伝統的工芸品指定一覧
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け継がれてきた工芸品」を「鹿児島県伝統的工芸品」

として指定している 30)。1988 年に「加世田鎌・加

世田包丁」、「蒲生和紙」、「種子鋏」の 3 品目が最

初の指定を受けて以降、現在では合計 34 品目が指

定を受けている（表 10）。

２．６．２．鹿児島県における要綱の改正

　鹿児島県は 1988 年に「鹿児島県伝統的工芸品指

定要綱」を定めたのち、2000 年に改正を行った。

この改正は、いわゆる「地方自治法の大改正」が契

機となっている。それまでは、申請書の提出および

各種届出を行う際は、「市町村長を経由して」行う

こととされていたが、改正後はこの「市町村長を経

由して」という文言が削除された 31)。

　これは、1999 年に成立した「地方分権の推進を

図るための関係法律の整備等に関する法律（地方分

権一括法）」によって地方自治法が改正され、知事

から市町村長への事務委任（機関委任事務）の制度

が廃止されたことから 32)、市町村長を通しての手

続きを見直したことに起因している。

２．７．大分県の伝統工芸品指定について

　大分県は、県独自の伝統的工芸品は指定しておら

ず、指定要綱の類も存在しない。県の伝統的工芸品

担当部署に、今後の県による伝統的工芸品指定の方

針について尋ねたところ、「現時点では検討してお

りません」との回答を得た。

　現在大分県内には、経済産業大臣指定伝統的工芸

品である別府竹細工のほか、その技法が国の重要無

形文化財に指定されている小鹿田焼、さらに日田木
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表 10．鹿児島県伝統的工芸品指定一覧



工芸、日田漆器、別府黄楊細工、中津和傘、大分藺

草細工、大分手漉和紙、豊後刀等様々な工芸品が存

在している 33)34)。

３．考察

　これまで、九州各県が独自に指定する伝統的工芸

品の現状について概観してきた。総計で 209 品目

（福岡県 34 品目、佐賀県 10 品目、長崎県 10 品目、

熊本県 85 品目、宮崎県 36 品目、鹿児島県 34 品目）

が指定されていることがわかった。この現状を踏ま

えて、以下 3 つの問題点を提示し考察を加える。

３．１．生産実態把握の困難さ

　九州各県における県指定伝統的工芸品の現況の一

覧を提示したが、県が工芸品の生産実態を把握する

作業は容易な作業ではない。なぜなら、制作者の廃

業や死亡、さらには生産拠点の移動を随時把握する

には、県や市町村の担当部署が制作者との連絡を密

にする必要があるからである。その正確な把握のた

めに、各県それぞれが県指定伝統的工芸品に関する

変更手続き等について、運用がしやすいように要綱・

要領の改正を行う等の方法で、柔軟に対応している

状況が窺えた。品目指定時点のみに留まらない、継

続的な産地支援・サポートを行っていくためには、

正確かつ効率的な生産実態を把握する手法を考案す

ることが求められる。

３．２．指定要綱の公開性

　本稿では九州各県の指定要綱を重要な研究素材と

して扱った。その中で各要綱を閲覧する際には、県

の例規集ウェブサイト（長崎県、鹿児島県）や県の

伝統工芸品に関するウェブサイト（熊本県）で確認

できたケースと、県の担当部署に問合わせて閲覧で

きたケース（福岡県・佐賀県・宮崎県）とがあった。

要綱の透明性を確保し、県民に対し法的に関係のあ

る存在としての要綱と位置付けるためには、これら

の要綱が今後より積極的に公表されることが必要で

ある 35)。

３．３．経費補助を伴わない指定制度の補完

　大分県を除く九州 6 県の県指定伝統的工芸品の

制度内容を検証してみると、長崎県以外は経費補助

の項目がないことが明らかとなった。これを補完す

るものとして「補助金制度」がある。例えば佐賀県

では、県指定伝統的工芸品等が交付対象となってい

る補助金制度が定められている 36)。各県・市町村

における伝統的工芸品を対象とした補助金制度につ

いてもその有効性について検討する必要がある。ま

た一部の県では、県指定伝統的工芸品であることを

示す「指定マーク」を使用できる等のメリットが付

加されているが、支援の形としては限定的である。

　一たび伝統的工芸品の品目に指定がなされた後に

は、その後の支援・振興には実効性が求められる。

その中で、各県が普及・啓発・認知度向上等の部分

で取り組めるものとして、パンフレットの随時改定

や指定品目を紹介するウェブサイトの構築・更新等

が挙げられる。指定制度の形骸化を避けるためには、

生産者が実効的なメリットを感じ、魅力あふれる伝

統的工芸品の生産に結び付けられるような指定制度

となっているかどうかを継続的にチェックできる仕

組み作りが不可欠である。

４．おわりに

　今回、九州各県が指定する伝統的工芸品の現況調

査を行った結果、各県の「指定要綱」が重要な役割
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を果たしていることがわかった。その運用にあたっ

ては、各県それぞれが要綱の改正等の柔軟な対応を

行うことで指定制度維持が図られていた。

　一方で、各県の指定制度の源流は伝産法にあると

いえる。その伝産法も 1974 年制定以降、2 度の改

正を経て、支援振興の対象を広げている 37)。国の

指定品目は減ることなく増え続けているが、伝統的

工芸品産業支援・振興補助金の予算規模は 2015 年

度以降ほぼ横ばいとなっている 38)。今後は補助金

の配分が受けられない品目が増えていく可能性もあ

る。

　そのような状況の中で、県指定伝統的工芸品の制

作者がどんなメリットを享受できるかを再検討する

ことは、制度存続の意義を高める上で不可欠な営為

であり、ひいては多様性を持った我が国の伝統工芸

産業の維持に向けた喫緊の課題と捉えるべきである

と考える。
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